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第１部　最近の犯罪の動向と犯罪者の処遇

１　刑法犯

平成20年の刑法犯の主な統計データは，次のとおりである。

※　「一般刑法犯」とは，刑法犯全体から自動車運転過失致死傷等を除いたものをいう。

平成20年の主な統計データ（刑法犯）

	 	 （前年比）	 【平成元年比】
①　認知件数
　　　刑法犯	 2,533,351件	 （－157,532件，－5.9％）	 ［＋12.0％］
　　　うち一般刑法犯	 1,818,374件	 （－90,896件，－4.8％）	 ［＋8.7％］
　　　うち窃盗を除く一般刑法犯	 445,534件	 （－33,780件，－7.0％）	 ［＋134.9％］

②　検挙件数
　　　刑法犯	 1,288,720件	 （－98,685件，－7.1％）	 ［－5.3％］
　　　うち一般刑法犯	 573,743件	 （－32,049件，－5.3％）	 ［－25.7％］
　　　うち窃盗を除く一般刑法犯	 193,904件	 （－16,645件，－7.9％）	 ［＋26.6％］

③　検挙人員
　　　刑法犯	 1,081,955人	 （－102,381人，－8.6％）	 ［＋15.8％］
　　　うち一般刑法犯	 340,100人	 （－25,902人，－7.1％）	 ［＋8.7％］
　　　うち窃盗を除く一般刑法犯	 165,362人	 （－20,194人，－10.9％）	 ［＋40.6％］

④　発生率
　　　刑法犯	 1,984.0	 （－122.1p）	 ［＋148.7p］
　　　一般刑法犯	 1,424.0	 （－70.3p）	 ［＋65.9p］
　　　窃盗を除く一般刑法犯	 348.9	 （－26.2p）	 ［＋195.0p］

⑤　検挙率
　　　刑法犯	  50.9％	 （－0.7p）	 ［－9.3p］
　　　一般刑法犯	  31.6％	 （－0.2p）	 ［－14.6p］
　　　窃盗を除く一般刑法犯	 43.5％	 （－0.4p）	 ［－37.2p］

注　警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
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（認知件数・発生率）

刑法犯の認知件数は，平成８年以降毎年戦後最多を更新し，14年に369万3,928件を記録し

た。その後は毎年減少し続け，20年は前年より15万7,532件（5.9％）減少となったが，戦後

を通じて見れば，まだ相当高い水準にある。

刑法犯の発生率の動向は，認知件数とほぼ同様である。平成10年（2,127.2）以降，毎年

戦後最高を更新し，14年には2,897.5を記録した。翌15年から低下に転じ，以後，毎年低下

し続け，20年は1,984.0（前年比122.1ｐ低下）となった。

1-1-1-1図　刑法犯　認知件数・検挙人員・検挙率の推移
（昭和21年～平成20年）
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注　１　警察庁の統計による。
　　２　昭和30年以前は，14歳未満の少年による触法行為を含む。
　　３　昭和40年以前の一般刑法犯は，「業過を除く刑法犯」である。
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平成20年における認知件数の罪名別構成比を見ると，窃盗が54.2％と最も高く，次いで，

自動車運転過失致死傷等，器物損壊，横領（遺失物等横領を含む。），詐欺の順であった。

1-1-1-2表　刑法犯　認知件数・発生率・検挙件数・検挙人員・検挙率（罪名別）
（平成20年）

罪　　　名 認知件数 発生率 検挙件数 検挙人員 検挙率
　前　　　　年　　　　差

認知件数 発生率 検挙件数 検挙人員 検挙率
総 数 2,533,351 1,984.0 1,288,720 1,081,955 50.9 △ 157,532 (△ 5.9) △ 122.1

(△ 5.8)
△ 98,685 (△ 7.1) △ 102,381 (△ 8.6) △ 0.7

殺 人 1,297 1.0 1,237 1,211 95.4 98 (8.2) 0.1 80 (6.9) 50 (4.3) △ 1.1
強 盗 4,278 3.4 2,612 2,813 61.1 △ 289 (△ 6.3) △ 0.2 △ 178 (△ 6.4) △ 172 (△ 5.8) △ 0.0

傷 害 28,291 22.2 20,180 23,164 71.3 △ 2,695 (△ 8.7) △ 2.1 △ 1,882 (△ 8.5) △ 2,294 (△ 9.0) 0.1
暴 行 31,641 24.8 21,925 22,379 69.3 △ 325 (△ 1.0) △ 0.2 462 (2.2) 571 (2.6) 2.1
脅 迫 2,651 2.1 1,953 1,824 73.7 98 (3.8) 0.1 84 (4.5) 140 (8.3) 0.5
凶器準備集合 16 0.0 13 83 81.3 △ 3 (△ 15.8) △ 0.0 △ 7 (△ 35.0) △ 76 (△ 47.8) △ 24.0

窃 盗 1,372,840 1,075.1 379,839 174,738 27.7 △ 57,116 (△ 4.0) △ 44.0
(△ 3.9)

△ 15,404 (△ 3.9) △ 5,708 (△ 3.2) 0.0

詐 欺 64,427 50.5 30,277 12,036 47.0 △ 3,360 (△ 5.0) △ 2.6 2,314 (8.3) △ 77 (△ 0.6) 5.7
恐 喝 6,349 5.0 3,701 4,474 58.3 △ 1,035 (△ 14.0) △ 0.8 △ 541 (△ 12.8) △ 580 (△ 11.5) 0.8
横 領 70,364 55.1 65,920 65,396 93.7 △ 15,242 (△ 17.8) △ 11.9 △ 15,329 (△ 18.9) △ 15,900 (△ 19.6) △ 1.2
遺失物等横領 68,171 53.4 64,435 64,256 94.5 △ 15,278 (△ 18.3) △ 11.9 △ 15,456 (△ 19.3) △ 15,936 (△ 19.9) △ 1.2

背 任 41 0.0 31 30 75.6 △ 4 (△ 8.9) △ 0.0 △ 17 (△ 35.4) △ 6 (△ 16.7) △ 31.1
盗品譲受け等 3,866 3.0 3,621 3,404 93.7 △ 716 (△ 15.6) △ 0.6 △ 803 (△ 18.2) △ 826 (△ 19.5) △ 2.9

強 姦 1,582 1.2 1,326 951 83.8 △ 184 (△ 10.4) △ 0.1 △ 68 (△ 4.9) △ 62 (△ 6.1) 4.9
強制わいせつ 7,111 5.6 3,555 2,219 50.0 △ 553 (△ 7.2) △ 0.4 13 (0.4) △ 21 (△ 0.9) 3.8
公然わいせつ 2,361 1.8 1,782 1,613 75.5 75 (3.3) 0.1 64 (3.7) △ 5 (△ 0.3) 0.3
わいせつ物頒布等 816 0.6 787 857 96.4 6 (0.7) 0.0 0 (0.0) △ 35 (△ 3.9) △ 0.7

放 火 1,424 1.1 1,054 659 74.0 △ 95 (△ 6.3) △ 0.1 △ 66 (△ 5.9) △ 105 (△ 13.7) 0.3
失 火 273 0.2 123 82 45.1 56 (25.8) 0.0 37 (43.0) 6 (7.9) 5.4

贈 収 賄 74 0.1 78 120 105.4 19 (34.5) 0.0 23 (41.8) 22 (22.4) 5.4
略取誘拐・人身売買 155 0.1 141 129 91.0 △ 52 (△ 25.1) △ 0.0 △ 37 (△ 20.8) △ 23 (△ 15.1) 5.0
公務執行妨害 3,239 2.5 3,071 2,945 94.8 △ 330 (△ 9.2) △ 0.3 △ 388 (△ 11.2) △ 236 (△ 7.4) △ 2.1
住 居 侵 入 24,807 19.4 8,682 5,881 35.0 △ 2,576 (△ 9.4) △ 2.0 △ 359 (△ 4.0) △ 20 (△ 0.3) 2.0
器 物 損 壊 178,191 139.5 13,129 6,480 7.4 △ 7,281 (△ 3.9) △ 5.6 △ 488 (△ 3.6) △ 95 (△ 1.4) 0.0
偽 造 6,503 5.1 5,097 1,810 78.4 562 (9.5) 0.4 655 (14.7) △ 88 (△ 4.6) 3.6
賭博・富くじ 271 0.2 252 1,359 93.0 △ 153 (△ 36.1) △ 0.1 △ 163 (△ 39.3) △ 170 (△ 11.1) △ 4.9

暴力行為等処罰法 
（２ 条 ･ ３ 条） 91 0.1 87 103 95.6 △ 21 (△ 18.8) △ 0.0 △ 13 (△ 13.0) △ 34 (△ 24.8) 6.3

危険運転致死傷 351 0.3 351 348 100.0 △ 83 (△ 19.1) △ 0.1 △ 83 (△ 19.1) △ 77 (△ 18.1) 0.0

自動 車 運 転 
過失致死傷等

714,977 559.9 714,977 741,855 100.0 △ 66,636 (△ 8.5) △ 51.8
(△ 8.5)

△ 66,636 (△ 8.5) △ 76,479 (△ 9.3) 0.0

そ の 他 5,064 4.0 2,919 2,992 57.6 303 (6.4) 0.2 45 (1.6) △ 81 (△ 2.6) △ 2.7

注　１　警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
　　２　「遺失物等横領」の件数・人員は，横領の内数である。
　　３　（　）内は，増減率である。
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窃盗の認知件数は，平成15年から毎年減少し続け，これが最近の刑法犯の認知件数の減少

の大きな要因となっている。

窃盗を除く一般刑法犯の認知件数は，平成12年から16年にかけて急増し，17年以降毎年減

少し続けたが，器物損壊の動向がその大きな要因となっている。

1-1-1-4図　一般刑法犯（窃盗を除く）　認知件数の推移（罪名別）
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注　１　警察庁の統計による。
　　２　「横領」は，遺失物等横領を含む。
　　３　「粗暴犯」は，傷害，暴行，脅迫，凶器準備集合及び暴力行為等処罰法違反をいう。



─ 5─

（検挙人員）

刑法犯の検挙人員は，平成10年に100万人を超えた後，翌11年から毎年戦後最多を更新し，

16年に128万9,416人を記録したが，17年から減少に転じ，毎年減少し続け，20年は108万

1,955人（前年比10万2,381人（8.6％）減）まで減少した（1-1-1-1図参照）。

平成20年における刑法犯検挙人員の罪名別構成比を見ると，自動車運転過失致死傷等が

68.6％を占め，次いで，窃盗，横領，傷害の順であった。

一般刑法犯検挙人員中の60歳以上の者の比率は，昭和54年には3.1％（１万1,251人）であ

ったが，平成20年には，20.4％（６万9,414人）に上昇し，65歳以上の者が14.4％（４万

8,805人）を占めている。

1-1-1-5図　一般刑法犯　検挙人員の年齢層別構成比の推移

（昭和54年～平成20年）
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注　１　警察庁の統計による。
　　２　犯行時の年齢による。
　　３　昭和54～60年の間は，「60～64歳」と「65～69歳」を区分した統計データがないため，「60～69歳」の人員を「60～64

歳」の人員として計上している。
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女子の一般刑法犯検挙人員は，平成期に入っていったん大幅に減少した後，平成４年の５

万2,000人台を底として増加に転じ，17年には８万4,175人と戦後最多を記録したが，18年か

ら減少に転じ，20年は７万3,124人（前年比6,446人（8.1％）減）であった。

1-1-1-6図　女子の一般刑法犯　検挙人員・人口比の推移
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注　１　警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
　　２　昭和30年以前は，14歳未満の少年による触法行為を含む。
　　３　昭和40年以前は，「業過を除く刑法犯」である。
　　４　「人口比」は，14歳以上の女子の一般刑法犯検挙人員の人口比である。

（検挙率）

検挙率は，かつて刑法犯全体で70％前後で推移していたが，平成元年から低下傾向が見ら

れ，認知件数の急増に検挙が追い付かず，13年には，刑法犯全体で38.8％，一般刑法犯で

19.8％と戦後最低を記録した。しかし，14年から上昇を続け，20年は，前年よりわずかに低

下したが，刑法犯全体で50.9％（前年比0.7ｐ低下），一般刑法犯で31.6％（同0.2ｐ低下）

であった（1-1-1-1図参照）。
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（一般刑法犯）

窃盗は，平成７年から13年まで，認知件数の増加，検挙率の低下という状況にあったが，

14年以降，検挙率が上昇に転じ，15年からは認知件数も減少するなど，状況の悪化に歯止め

が掛かっている。すなわち，認知件数は，14年に237万7,488件と戦後最多を記録した後，減

少を続け，20年は137万2,840件で，14年と比べ，100万4,648件（42.3％）の減少となった。

20年の検挙件数は，37万9,839件（前年比１万5,404件（3.9％）減），同検挙人員は，17万

4,738人（同5,708人（3.2％）減）であったが，検挙率は，14年以降上昇を続け，平成20年

は27.7％であり，戦後最低であった13年と比べ，12.0ｐの上昇となった。

1-1-2-1図　窃盗　認知件数・検挙件数・検挙率の推移
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注　警察庁の統計による。

窃盗を除く一般刑法犯の認知件数は，平成16年に58万1,463件と，戦後最多を記録したが，

17年から減少し続け，20年は44万5,534件まで減少した。20年では，検挙件数は19万3,904

件，検挙人員は16万5,362人であった。検挙率は17年から上昇し，20年は43.5％であった。

1-1-2-4図　一般刑法犯（窃盗を除く）　認知件数・検挙件数・検挙率の推移
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一般刑法犯について，主要な罪名別に認知件数及び検挙率を見ると，次図のとおりであ

る。

殺人では，認知件数はおおむね横ばい傾向にあり，20年は1,297件（前年比98件（8.2％）

増）であった。検挙率は，安定して高い水準（20年は95.4％）を維持している。なお，通り

魔殺人事件（人の自由に出入りできる場所において，確たる動機がなく通りすがりに，不特

定の者を，凶器を使用するなどして殺害する事件をいい，未遂を含む。）の認知件数は，平

成16年が３件，17年が６件，18年が４件，19年が８件，20年が14件であり，いずれも，被疑

者は検挙されている。

そのほかの罪名では，暴行，詐欺，公務執行妨害，器物損壊において，近年，認知件数の

増加が顕著である。なお，振り込め詐欺（恐喝）については，認知件数は，ここ数年，減少

傾向にあったが，平成20年は増加に転じ，２万481件（前年比14.2％増）であり，同年の検

挙率は21.5％であり，低い水準にある。

1-1-2-5図　一般刑法犯（主要罪名）　認知件数・検挙件数・検挙率の推移
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①　殺人
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注　警察庁の統計による。

1-1-2-8表　振り込め詐欺（恐喝）認知件数・検挙件数・検挙人員・検挙率・被害総額
（平成20年）

区　　　　　分 認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率 被害総額

総 数 20,481
(＋14.2)

4,400
(＋42.9)

699
(＋54.0)

21.5
(＋4.3p)

27,594,389
(＋9.8)

オレオレ詐欺（恐喝） 7,615 1,432 345 18.8 15,519,282
架空請求詐欺（恐喝） 3,253 1,074 154 33.0 3,587,122
融 資 保 証 金 詐 欺 5,074 1,529 144 30.1 3,747,940
還 付 金 等 詐 欺 4,539 365 56 8.0 4,740,044

（金額の単位は，千円（千円未満切捨て））

注　１　警察庁刑事局の資料による。
　　２　（　）内は，前年からの増減率である。
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２　特別法犯

平成20年の特別法犯（条例違反を含む。以下同じ。）の主な統計データは，次のとおりで

ある。

平成20年の主な統計データ（特別法犯）

	 検察庁新規受理人員	 （構成比）	 	（前年比）
①　道路交通法違反	 525,862人	 （81.9％）	 （－89,127人，	－14.5％）
②　覚せい剤取締法違反	 18,267人	 （2.8％）	 （－2,021人，	－10.0％）
③　軽犯罪法違反	 15,612人	 （2.4％）	 （－586人，	 －3.6％） 
④　廃棄物処理法違反	 8,588人	 （1.3％）	 （－291人，	 －3.3％）
⑤　入管法違反	 6,801人	 （1.1％）	 （－1,775人，	－20.7％）
⑥　銃刀法違反	 6,353人	 （1.0％）	 （－298人，	 －4.5％）
⑦　保管場所法違反	 5,527人	 （0.9％）	 （－1,394人，	－20.1％）
⑧　自動車損害賠償保障法違反	 4,817人	 （0.8％）	 （－125人，	 －2.5％）
⑨　風営適正化法違反	 4,387人	 （0.7％）	 （－513人，	－10.5％）
⑩　大麻取締法違反	 4,058人	 （0.6％）	 （＋509人，	＋14.3％）
　　その他	 41,472人	 （6.5％）

総　数	 641,744人	 （100％）	 （－99,979人，	－13.5％）

	 【平成元年総数】	 	 【平成元年比】
	 1,261,040人	 	 ［－619,296人，	－49.1％］

注　検察統計年報による。

特別法犯の検察庁新規受理人員は，昭和62年に交通反則通告制度の適用範囲の拡大により

大幅に減少し，その後は，おおむね減少傾向にある。道交違反を除く特別法犯では，平成13

年から増加していたが，20年は前年比7.9％減少した。

平成20年の道交違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員の罪種別構成比を見ると，薬物

関係（23.5％），保安関係（21.0％）の構成比が高い。

注１「薬物関係」は，「覚せい剤取締法」，「大麻取締法」，「麻薬取締法」，「あへん法」，「毒劇法」
及び「麻薬特例法」をいう。	 	 	 	 	

　２「保安関係」は，「軽犯罪法」，「火薬類取締法」，「銃刀法」，「酩酊防止法」及び「特殊開錠
用具の所持の禁止等に関する法律」をいう。
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３　刑事司法手続

2-1-1図　刑事司法手続（成人）の流れ

注　１　検察統計年報，矯正統計年報及び保護統計年報による。
　　２　平成20年における数値であり，少年を含む。
　　３	　「検察庁」の人員は，事件単位の延べ人員である。例えば，１人が２回送致された場合には，２人として計上している。

不起訴

微罪処分

無罪等

罰金・科料

略式手続
罰金
科料

入院

退院

執行猶予

検察官認知等

交通反則金

犯　罪

検　挙

警察等

検察官送致

受　理

検察庁

起　訴

保護観察の開始

保 護 観 察 所

期 間 満 了 等

受　理

裁判所

実　刑

仮出場
仮釈放 仮退院

取消等

置
留
場
役
労

予
猶
行
執
付
察
観
護
保

分
処
導
補

続
手
判
公

院
導
補
人
婦

　検察庁
新規受理人員 170 万  796 人
公判請求人員 11 万 9,795 人
略式請求人員 46 万 8,162 人
不起訴人員 96 万 6,547 人

　裁判所
（裁判確定人員）
有罪人員 　52 万 9,843 人
　死刑  10 人
　懲役・禁錮 ７万 4,254 人
　　うち執行猶予 ４万 4,392 人
　罰金 　45 万 3,065 人
　拘留・科料  2,514 人
無罪人員 84 人

　刑事施設
入所受刑者 ２万 8,963 人

　保護観察所
（保護観察開始人員）
仮釈放  １万 5,840 人
保護観察付執行猶予  3,714 人
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刑事施設
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４　検察

平成20年の検察庁新規受理人員総数は，170万796人で前年より19万4,768人（10.3％）減

少した。

刑法犯は，平成10年以降増加していたが，17年から減少に転じ，20年は105万9,052人で前

年より９万4,789人（8.2％）減少した。特別法犯は，近年，減少傾向が続いており，20年

は，64万1,744人で前年より９万9,979人（13.5％）減少した。

刑法犯について見ると，一般刑法犯は32万1,044人（前年比２万5,194人（7.3％）減），自

動車運転過失致死傷等は73万8,008人（同６万9,595人（8.6％）減）であった。一般刑法犯

を主な罪名別に見ると，窃盗が15万9,159人で前年と比べ１万5,378人（8.8％）減，横領

（遺失物等横領を含む。）が３万4,393人で同7,098人（17.1％）減，傷害が２万8,048人で同

2,473人（8.1％）減，詐欺が１万8,415人で同861人（4.9％）増であった。

特別法犯について見ると，道交違反は53万1,389人（前年比９万521人（14.6％）減），道

交違反を除く特別法犯は11万355人（同9,458人（7.9％）減）であった。

2-2-1-1図　検察庁新規受理人員（罪種別）
（平成20年）
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その他の
刑法犯
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 （人員）
刑法犯 1,059,052
　自動車運転過失致死傷等 738,008
　窃盗 159,159
　その他刑法犯 161,885
特別法犯 641,744
　道交違反 531,389
　その他特別法犯 110,355

注　検察統計年報による。

平成20年の検察庁終局処理人員は，171万862人であり，その内訳は，公判請求11万9,795

人（7.0％），略式命令請求46万8,162人（27.4％），起訴猶予89万758人（52.1％），その他の

不起訴７万5,789人（4.4％），家庭裁判所送致15万6,358人（9.1％）であった。公判請求人

員は，７年から毎年増加していたが，17年から減少に転じ，20年も前年より5,992人

（4.8％）減少した。

その他のポイント

・　勾留請求却下率は，平成15年から上昇傾向にあり，20年は，0.77％であった。
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５　裁判

裁判確定人員は，平成12年から減少し続け，20年は，53万293人（前年比13.8％減）と，

11年の半数以下であった。

2-3-1-3表　地方・家庭裁判所の終局処理人員（罪名別・裁判内容別）
（平成20年）

罪　　　　名
総数

（A）

有　　　　罪
無罪

（D）

無罪率

D 　　─（％）A 　　
その他死刑

懲　　役　・　禁　　錮
罰金・
科　料無期

有期

（B）

う　ち
執行猶予
（C）

執行猶予率
C 　　─（％）B 　　

う　ち
保護観
察　付

総 数 66,919 5 63 65,616 38,924 59.3 2,954 1,027 72 0.1 136

　地 方 裁 判 所 66,586 5 63 65,350 38,748 59.3 2,945 960 72 0.1 136
　　刑 法 犯 39,803 5 61 39,171 21,730 55.5 2,148 418 65 0.2 83
　　　殺 人 590 3 16 561 106 18.9 28 - 4 0.7 6
　　　強 盗 1,248 2 42 1,200 154 12.8 53 - 2 0.2 2
　　　傷 害 4,568 - - 4,400 2,352 53.5 377 151 9 0.2 8
　　　窃 盗 12,216 - - 12,107 5,120 42.3 685 90 4 0.0 15
　　　詐 欺 4,887 - - 4,878 2,474 50.7 246 - 5 0.1 4
　　　恐 喝 1,302 - - 1,296 703 54.2 74 - 5 0.4 1
　　　横 領 632 - - 618 297 48.1 19 10 3 0.5 1
　　　強 姦 等 2,275 - 2 2,250 1,293 57.5 190 10 8 0.4 5
　　　放 火 367 - 1 362 125 34.5 55 - 3 0.8 1
　　　公務執行妨害 545 - - 517 388 75.0 22 26 1 0.2 1
　　　毀棄・隠匿 650 - - 613 372 60.7 66 33 - - 4
　　　偽 造 1,888 - - 1,884 1,464 77.7 63 2 1 0.1 1
　　　暴力行為等処罰法 450 - - 435 194 44.6 34 15 - - -
　　　組織的犯罪処罰法 222 - - 221 116 52.5 10 - - - 1
　　　危険運転致死傷 270 - - 267 171 64.0 13 - 1 0.4 2
　　　自動車運転過失 
　　　致死傷・業過 5,848 - - 5,761 5,203 90.3 91 57 15 0.3 15

　　　そ の 他 1,845 - - 1,801 1,198 66.5 122 24 4 0.2 16

　　特 別 法 犯 26,783 - 2 26,179 17,018 65.0 797 542 7 0.0 53
　　　公職選挙法 16 - - 8 7 87.5 - 7 1 6.3 -
　　　銃 刀 法 311 - - 283 96 33.9 17 28 - - -
　　　覚せい剤取締法 10,205 - 2 10,194 4,304 42.2 383 - 1 0.0 8
　　　大麻取締法 1,318 - - 1,316 1,128 85.7 44 - 1 0.1 1
　　　麻薬取締法 379 - - 378 298 78.8 7 1 - - -
　　　麻薬特例法 106 - - 105 5 4.8 1 - - - 1
　　　廃棄物処理法 427 - - 336 299 89.0 5 85 - - 6
　　　税 法 等 316 - - 216 190 88.0 1 97 - - 3
　　　出 資 法 318 - - 313 278 88.8 3 4 - - 1
　　　入 管 法 1,944 - - 1,934 1,772 91.6 3 10 - - -
　　　道 交 違 反  8,645 - - 8,455 6,779 80.2 203 159 - - 31
　　　そ の 他 2,798 - - 2,641 1,862 70.5 130 151 4 0.1 2

　家 庭 裁 判 所 333 - - 266 176 66.2 9 67 - - -
　　　児童福祉法 295 - - 266 176 66.2 9 29 - - -
　　　そ の 他 38 - - - - - - 38 - - -

注　１　司法統計年報及び最高裁判所事務総局の資料による。
　　２　「その他」は，免訴，公訴棄却，管轄違い及び正式裁判請求の取下げである。
　　３　「傷害」は，危険運転致死傷を除く刑法第２編第27章に規定する罪をいう。
　　４　「強姦等」は，刑法第２編第22章に規定する罪をいう。
　　５　「毀棄・隠匿」は，刑法第２編第40章に規定する罪をいう。
　　６　「税法等」は，所得税法，法人税法，相続税法，地方税法，酒税法，消費税法及び関税法に規定する罪をいう。
　　７　「児童福祉法」は，平成20年12月15日までは，平成20年法律第71号による改正前の少年法及び裁判所法に基づき，家庭

裁判所の専属管轄である。なお，同年中に地方裁判所で処理された児童福祉法の事件はない。
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平成20年の地方裁判所での終局処理人員を罪名別に見ると，窃盗が１万2,216人（18.3％）

と最も多く，次いで，覚せい剤取締法違反１万205人（15.2％），道交違反8,645人

（12.9％），自動車運転過失致死傷・業過5,848人（8.7％）の順であった。

平成20年の簡易裁判所での公判手続による終局処理人員を罪名別に見ると，懲役言渡人員

については，窃盗が94.2％（7,914人）を占めていた。罰金言渡人員についても，窃盗が

30.1％（502人）と最も多く，次いで，傷害17.0％（283人），道交違反13.4％（223人）であ

った。

略式手続により罰金又は科料に処せられた者を罪名別に見ると，道交違反が74.5％（34万

6,031人），自動車運転過失致死傷・業過が13.6％（６万3,319人）であった。なお，窃盗は

6,204人，公務執行妨害は987人であった。

その他のポイント

・　平成20年の有罪人員中に占める死刑言渡人員の比率は，殺人（自殺関与・同意殺人・
予備を除く。）では0.6％（３人），強盗致死では2.7％（２人）であった。同年の有罪人
員中に占める無期懲役言渡人員の比率は，殺人では2.9％（16人），強盗致死傷・強盗強
姦では6.7％（42人）であった。そのほか，同年において無期懲役の言渡しを受けた者
は，放火１人，強姦致死傷２人，覚せい剤取締法違反２人であった。
・　平成20年の無罪確定者は，84人であり，裁判確定人員総数の0.02％である。
・　平成20年に即決裁判手続に付された事件の人員の総数は，5,213人であり，罪名別に
見ると，覚せい剤取締法違反1,446人（27.7％），入管法違反1,047人（20.1％），道路交
通法違反954人（18.3％），窃盗809人（15.5％）の順であった。



─ 15 ─

６　成人矯正

刑事施設の収容人員は，平成５年から毎年増加し続け，18年（末日）に戦後最多の８万

1,255人を記録したが，19年から減少に転じ，20年12月31日現在の収容人員は，７万6,881人

（労役場留置者964人，監置場留置者１人を含む。）であった。収容率（収容定員に対する収

容人員の比率をいう。）は，平成５～14年に大幅に増加したが，17年から毎年減少し，20年

12月31日において，収容定員８万7,754人（このうち既決の収容定員は７万292人）に対し，

87.6％（既決97.6％，未決47.2％）であった。

2-4-1-1図　刑事施設の収容人員・人口比の推移
（平成元年～20年）
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注　１　矯正統計年報及び総務省統計局の人口資料による。
　　２　「収容人員」は，各年12月31日現在の収容人員である。
　　３　「その他」は，死刑確定者，労役場留置者，引致状による留置者，被監置者及び観護措置の仮収容者である。
　　４　「人口比」は，各年12月31日現在の収容人員の人口比である。

入所受刑者（裁判が確定し，その執行を受けるため，各年中に新たに入所するなどした受

刑者をいう。）の人員は，平成４年に戦後最少（２万864人）を記録した後，一貫して増加を

続けていたが，19年から２年連続で減少した。

2-4-1-3図　入所受刑者数・人口比の推移（男女別）

注　１　矯正統計年報及び総務省統計局の人口資料による。
　　２　「人口比」は，入所受刑者数の人口比であり，「女子人口比」は，女子の入所受刑者数の人口比である。
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７　更生保護

（仮釈放審理）

仮釈放審理を開始した人員は，受刑者の増加に伴い，平成８年から増加傾向が続いていた

が，17年に減少に転じ，その後，若干の増減があり，20年は，１万7,403人（前年比725人

（4.0％）減）であった。仮釈放審理を開始した人員（仮釈放の申出が取り下げられた者を除

く。）に占める仮釈放を許可しなかった人員の比率は，平成５年以降は２％前後で推移して

いたが，17年に上昇し，18年からは４％台となり，20年は4.3％（前年比0.5ｐ低下）であっ

た。

2-5-1-1図　出所受刑者人員・仮釈放率の推移
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注　行刑統計年報及び矯正統計年報による。

その他のポイント

・　平成20年の仮釈放率は50.1％であった。
・　刑の執行率（執行すべき刑期に対する執行した期間の比率）が低い段階で仮釈放が許
される者の構成比は，最近は低下傾向にある。
・　無期刑の仮釈放許可人員は，平成20年は４人であった。刑の執行期間が20年以内の者
は，15年以降はない。
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（保護観察）

仮釈放者の保護観察開始人員は，平成８年から増加傾向にあったが，17年からはやや減少

傾向にある。保護観察付執行猶予者については，13年から減少傾向にある。

保護観察率は，昭和38年の20.6％を最高に，以後，ほぼ同水準で推移していたが，50年代

後半から低下傾向に入り，徐々に下降し続け，平成20年は，8.3％まで低下した。

2-5-2-1図　保護観察開始人員・保護観察率の推移
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注　１　法務統計年報，保護統計年報及び検察統計年報による。
　　２　「保護観察率」は，執行猶予言渡人員に占める保護観察付執行猶予言渡人員の比率である。検察統計年報に執行猶予者

の保護観察の有無が掲載されるようになった昭和32年以降の数値を計上している。なお，「保護観察率」を算出するため
に用いた保護観察付執行猶予言渡人員には，売春防止法17条１項の規定による補導処分に付された者を含む。

平成20年における保護観察終了人員のうち，期間満了で保護観察を終了した者は，仮釈放

者１万6,054人のうち95.1％，保護観察付執行猶予者4,710人のうち70.4％であり，取消しで

終了した者は，仮釈放者（仮釈放取消し）4.5％（726人），保護観察付執行猶予者（執行猶

予取消し）26.4％（1,244人）であった。

その他のポイント

・　平成20年に新たに更生保護施設に委託を開始した人員は6,352人であり，そのうち，
仮釈放者は3,603人（56.7％），刑の執行終了者は915人（14.4％）であった。
・　仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について，平成20年における保護観察の開始時及
び終了時の就労状況別構成比を見ると，仮釈放者，保護観察付執行猶予者共に，終了時
は，開始時と比較すると，有職者の構成比が高かった。
・　平成21年１月１日現在，保護司の人員は，４万8,936人である。平均年齢は，上昇傾
向にあり，同日現在，63.2歳であった。
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８　外国人による犯罪

外国人による一般刑法犯の検挙件数は，平成14年から増加し，17年に過去最多の４万

3,622件を記録した後，18年から減少に転じ，20年は３万4,620件（前年比2,694件（7.2％）

減）であった。検挙人員は，11年から増加し，17年に過去最多の１万4,786人となった後，

18年から減少に転じ，20年は１万2,611人（同728人（5.5％）減）であった。同年における

一般刑法犯検挙人員総数（33万9,752人）に占める外国人の比率は3.7％であった。

来日外国人に限ってみると，検挙件数は，平成14年から増加し，17年に過去最多となった

後，減少に転じ，20年は２万3,202件（前年比2,528件（9.8％）減）であった。その検挙人

員は，16年に過去最多となった後，減少に転じ，20年は7,148人（同380人（5.0％）減）で

あった。

3-1-2-1図　外国人による一般刑法犯　検挙件数・検挙人員の推移
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注　警察庁の統計による。

平成20年における外国人の入所受刑者（裁判が確定し，その執行を受けるため，新たに入

所するなどした受刑者をいう。）は，1,502人（前年比20.4％減）であった。Ｆ指標入所受刑者

（日本人と異なる処遇を必要とし，その文化及び生活習慣等に応じた処遇を実施する。）の人

員は，10年に急増した後，増加を続けたが，17年から毎年減少し，20年は，928人であった。

その他のポイント

・　平成20年における来日外国人による一般刑法犯の検挙件数の罪名別構成比を見ると，
窃盗が83.0％を占めている。窃盗の検挙件数は，18年から減少を続けているが，侵入窃
盗については，20年は前年より増加した。傷害・暴行の検挙件数は，最近増加が著しい。
・　平成20年における来日外国人被疑事件（一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯に限
る。）の検察庁新規受理人員の国籍等別構成比を，地域別に見るとアジアが80.7％を占
め，国籍等別に見ると，中国（香港及び台湾を含む。）（32.0％），韓国・朝鮮
（18.3％），フィリピン（10.0％），ブラジル（7.7％），ベトナム（4.8％）の順であった。
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９　暴力団犯罪者

暴力団構成員等の検挙人員（一般刑法犯及び交通法令違反を除く特別法犯に限る。）は，

平成元年以降３万人台で推移していたが，16年からは３万人を下回り，20年は２万6,064人

（前年比4.1％減）であった。20年における暴力団構成員等の検挙人員は，覚せい剤取締法違

反が最も多く，次いで，傷害，窃盗，恐喝の順であった。

平成20年における，全検挙人員総数に占める暴力団構成員等の人員の比率は，全体では，

6.2％であった。罪名ごとにその比率を見ると，一般刑法犯では，賭博（47.0％），逮捕監禁

（46.8％），恐喝（45.0％）で高く，特別法犯では，自転車競技法違反（90.6％），競馬法違

反（64.1％），覚せい剤取締法違反（52.7％），大麻取締法違反（30.9％）で高い。

平成20年における暴力団関係者（集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあ

る組織の構成員及びこれに準ずる者をいう。）の起訴率は，一般刑法犯及び道交違反を除く

特別法犯の全体で，67.4％であり，検察庁全終局処理人員において48.6％であったのと比

べ，顕著に高い。

その他のポイント

・　平成20年12月31日現在の受刑者中の暴力団関係者（犯行時において，暴力団対策法に
規定する指定暴力団等の構成員及びこれに準ずる者をいう。）の人員は１万1,863人であ
り，受刑者総数の17.5％であった。
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10　薬物犯罪者

（覚せい剤事犯者）

覚せい剤取締法違反の検挙人員は，昭和29年に５万人台を数え，最初のピークを迎えた

が，その後は急激に減少した。しかし，45年以降再び増加に転じ，59年には２万4,372人と

なり，２番目のピークを迎え，その後，再び減少傾向に転じ，平成元年に２万人を割った後

は，６年まで横ばいで推移していたが，７年以降再び増加傾向に転じ，９年には２万人近く

に達した。最近では，13年以降，おおむね減少傾向にある。

3-3-1-1図　覚せい剤取締法違反　検挙人員の推移
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注　１　内閣府の資料による。ただし，平成19年までは，厚生労働省医薬食品局，警察庁刑事局及び海上保安庁警備救難部の資
料による。

　　２　覚せい剤に係る麻薬特例法違反の検挙人員を含む。

（大麻・麻薬等事犯者）

大麻取締法違反の検挙人員は，平成13年以降，顕著な増加傾向にあり，20年には，2,867

人まで増加し，12年の約2.3倍であった。麻薬取締法違反についても，13年以降，増加傾向

にある。

3-3-1-4図　大麻取締法違反等　検挙人員の推移
（昭和54年～平成20年）
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注　１　内閣府の資料による。ただし，平成19年までは，厚生労働省医薬食品局，警察庁刑事局及び海上保安庁警備救難部の資
料による。

　　２　大麻，麻薬・向精神薬及びあへんに係る各麻薬特例法違反の検挙人員を含む。
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11　高齢者による犯罪

65歳未満の年齢層においては，一般刑法犯検挙人員は，最近になって減少傾向を示すよう

になったが，高齢者の検挙人員は，依然として上昇傾向が続いている。

3-4-1-1図　一般刑法犯　検挙人員の推移（年齢層別）
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注　１　警察庁の統計による。
　　２　犯行時の年齢による。

高齢者の一般刑法犯検挙人員の人口比は，他の年齢層より相対的に低い。しかしながら，

平成20年における高齢者の人口比（173.0）は，10年の30～49歳の人口比（168.6），50～64

歳の人口比（146.8）をいずれも上回っている上，元年との比較で，20～29歳が約1.3倍，30

～49歳が約1.3倍，50～64歳が約2.0倍に上昇しているにすぎないのに対し，高齢者では，約

3.7倍にまで上昇しており，高齢犯罪者の人口比の上昇は著しい。このように，最近の高齢

犯罪者の増加の勢いは，高齢人口の増加をはるかに上回っている。

3-4-1-2図　一般刑法犯　検挙人員の人口比の推移（年齢層別）

注　１　警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
　　２　犯行時の年齢による。
　　３　「人口比」は，各年齢層の一般刑法犯検挙人員の人口比をいう。
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平成20年における高齢者の一般刑法犯検挙人員の罪名別構成比を見ると，窃盗が最も高

く，特に女子では，89.4％が窃盗であり，しかも万引きによる者が81.3％と際立って多い。

3-4-1-4図　一般刑法犯　高齢者の検挙人員の罪名別構成比（男女別）
（平成20年）
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注　１　警察庁の統計による。
　　２　犯行時の年齢による。
　　３　「横領」は，遺失物等横領を含む。
　　４　（　）内は，実人員である。

高齢者の一般刑法犯の検挙人員は，いずれの罪名においても，最近の伸びは急激であり，

平成20年の検挙人員を元年と比較すると，殺人で約４倍，強盗で約13倍，暴行で約42倍，傷

害で約８倍，窃盗で約６倍，遺失物等横領で約14倍にもなっている。
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12　少年非行の動向

少年による刑法犯の検挙人員の推移には，昭和26年，39年，58年をピークとする三つの大

きな波が見られる。59年以降は，平成７年まで減少傾向にあり，その後，若干の増減を経

て，13年以降増加していたが，16年から毎年減少し続け，20年は，13万4,415人であった。

少年の人口比についても，16年から毎年低下している。20年の検挙人員は，昭和30年前後と

同程度の水準であるが，人口比で見ると，第二の波があった39年ころと同程度の水準にあ

る。

4-1-1-1図　少年による刑法犯　検挙人員・人口比の推移
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注　１　警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
　　２　触法少年の補導人員を含む。
　　３　昭和45年以降は，自動車運転過失致死傷等による触法少年を除く。
　　４　「少年人口比」は，10歳以上の少年の刑法犯検挙（補導）人員の人口比であり，「成人人口比」は，成人の刑法犯検挙人

員の人口比である。
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13　非行少年に対する手続

4-2-1-1図　非行少年に対する手続の流れ

注　１　検察統計年報，司法統計年報，矯正統計年報及び保護統計年報による。
　　２　「児童自立支援施設等送致」は，児童自立支援施設・児童養護施設送致である。
　　３　平成20年における数値である。
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検察官送致
保護処分
（うち児童自立支援施設等送致 303人）
知事・児童相談所長送致
不処分
審判不開始

15 万 2,117人
6,232人

３万 1,473人

218人
２万 7,986人
　８万 6,208人

家庭裁判所　

設
施
事
刑

）
等
所
務
刑
年
少
（

取消等



─ 25 ─

14　少年鑑別所

少年鑑別所入所者（観護措置，勾留に代わる観護措置又はその他の事由（勾留，引致等）

により入所した者をいう。）の人員は，平成８年以降増加し，15年には，昭和45年以降にお

いて最多を記録したが，平成16年から20年まで毎年減少している。20年の入所人員の内訳

は，観護措置による者が全体の85.9％，勾留に代わる観護措置による者が10.4％であった。

4-2-3-1図　少年鑑別所入所者の人員の推移（男女別）

0
昭和24 30 35 40 1510５60555045 平成元 20

5

10

15

20

25

30

35

40

45
（昭和24年～平成20年）

総数

男子

女子

（千人）

15,098
13,504

1,594

注　１　少年矯正保護統計，少年矯正統計年報及び矯正統計年報による。
　　２　「入所者」は，各年において，観護措置，勾留に代わる観護措置又はその他の事由（勾留，引致等）により入所した者

をいい，逃走者の連戻し又は施設間の移送により入所した者は含まない。
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15　少年院

少年院の入院者（少年院送致の決定により新たに入院した者をいう。）の人員は，昭和49

年に戦後最低（1,969人）となった後は増減を繰り返し，最近10年間では，平成12年（6,052

人）をピークとして減少傾向にある。

4-2-4-1図　少年院入院者の人員の推移（男女別）

（昭和24年～平成20年）

0

2

4

6

8

10

12

昭和24 30 35 40 45 50 55 60平成元 5 10 15 20

総　数

男　子

女　子

（千人）

3,971
3,583

388

注　少年矯正保護統計，少年矯正統計年報及び矯正統計年報による。

その他のポイント

・　少年院入院者の保護者状況別構成比は，保護者が実母のみである者が，最近上昇傾向
にある。
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16　少年の保護観察

少年の保護観察開始人員は，平成２年に過去最多の７万8,112人を記録したが，３年以降

７年まで減少し，８年から11年まではやや増加したものの，12年以降は再び減少傾向にあ

る。20年における少年の保護観察開始人員の内訳は，保護観察処分少年が２万7,169人（前

年比3,385人（11.1％）減），少年院仮退院者が3,994人（同350人（8.1％）減）であった。

4-2-6-1図　少年の保護観察開始人員の推移

昭和24 30 35 40 45 50 55 60 5 10 15 20平成元

（昭和24年～平成20年）

←保護観察処分少年（短期及び
交通短期保護観察の対象者を除く）
13,052

←交通短期保護観察の対象者
10,455

少年院仮退院者
3,994

31,163

3,662
←短期保護観察の対象者

←

1

2

3

4

5

6

7

8

9
（万人）

0

注　法務統計年報及び保護統計年報による。

その他のポイント

・　保護観察開始人員の居住状況別構成比は，保護観察処分少年，少年院仮退院者共に，
「両親と同居」の者の構成比が近年低下し，「母と同居」の者の構成比が上昇している。
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17　犯罪被害者

（被害件数）

人（法人その他の団体を除く。）が被害者となった一般刑法犯の認知件数及びその人口比

（被害発生率）は，いずれも，平成15年以降減少・低下している。男子の人口比は，女子よ

りも高く，20年では女子の２倍以上であった。

5-1-1-1図　人が被害者となった一般刑法犯　認知件数・被害発生率（男女別）の推移

注　１　警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
　　２　「被害発生率」は，人口10万人当たりの認知件数の比率（男女別）をいう。
　　３　被害者が法人その他の団体である場合を除く。
　　４　一つの事件で複数の被害者がいる場合は，主たる被害者について計上している。
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  （平成11年～20年）
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被害発生率（男子）

（万件）

被害発生率（女子）
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20平成11 15

1,583.9

1,492,099

773.4

一般刑法犯による死傷者総数は，平成17年から20年まで毎年減少し，20年は３万6,153人

（うち死亡者数は1,211人）であった。

財産犯（強盗，窃盗，詐欺，恐喝，横領及び遺失物等横領をいう。）の認知件数は，平成

15年から減少し，20年は151万8,258件であり，同年の被害総額は，約2,200億円（現金被害

は約1,100億円）相当であった。

強姦及び女子に対する強制わいせつの認知件数は，平成16年から減少している。

（被害者参加等）

平成20年12月から，一定の犯罪の被害者等が，裁判所の決定により，公判期日に出席し，

被告人に対する質問を直接行うことなどができる制度（被害者参加制度）が施行されてお
り，21年３月末までの間に，84人の被害者等が刑事裁判への参加の申出を行い，そのうち82

人が参加を許可され，９人の被害者等が国選弁護士への委託を行っている。

その他のポイント

・　平成20年における公判段階における被害者に配慮した制度の実施状況（被害者等の
数，事例数）は，意見陳述1,068人，遮へい1,007人，ビデオリンク202人，付添い86人，
刑事和解35事例，閲覧・謄写1,012事例であった。
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18　刑事司法制度の改革

6-1-1図　刑事司法制度の改革の概要

更
生
保
護

・時代に即した刑罰法規の整備
　　支払用カード電磁的記録に関する罪，人身売買罪，国民以外
　　の者の国外犯規定等の新設等
・交通犯罪の罰則強化
　　危険運転致死傷罪，自動車運転過失致死傷罪の新設等
・法定刑等の見直し
　　有期刑の法定刑及び加重・減軽に係る処断刑の上限の引上げ，
　　窃盗罪・公務執行妨害罪等への罰金刑の新設等
・一定の重要犯罪受刑者に係る出所情報の共有

・国際捜査の拡充
・犯罪捜査のための通信傍受
・マネー・ローンダリング対策
・疑わしい取引の届出制度
・特定事業者における本人確認

・触法少年の調査手続の整備
・心神喪失者等医療観察法による手続
・被疑者勾留段階での国選弁護人制度
・検察審査会の議決に基づく公訴提起
　制度

・ 更生保護制度の改革
　　 保護観察充実強化のための遵守事項の整理・充実等
・ しょく罪指導
・ 刑務所出所者等総合的就労支援対策
・ 専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための処遇の
    義務付け（覚せい剤事犯者処遇プログラム，性犯罪者処遇プロ
 　グラム，暴力防止プログラム等）
・ 警察への協力依頼等による所在不明仮釈放者・保護観察付執行
 　猶予者の所在調査の徹底
・ 保護観察に付されている少年の保護者に対する指導・助言等
・ 遵守事項に違反した保護観察処分少年に対する警告等の措置 

・刑事裁判の充実・迅速化（２年以内の第一審手続終局を目標）
　　公判前整理手続の導入，証拠開示の拡充
　　連日的開廷，訴訟指揮権の実効性確保
・即決裁判手続
・裁判員裁判
・少年事件の処分等の在り方の見直し
　　刑事処分可能年齢の引下げ（14歳以上)，
　　原則逆送制度，保護者に対する措置等
・事実認定手続の一層の適正化
　　裁定合議，検察官等の関与，観護措置期間の延長，
　　抗告受理申立制度，保護処分終了後の救済手続等
・職権により弁護士である付添人を付すことができる制度

・ 受刑者処遇の充実強化
　　 過剰収容対策：刑事施設の新設等による収容定員の拡大等
　　 処遇の個別化
　　 矯正処遇概念と新たな処遇制度の導入
　　 　改善指導（性犯罪者処遇プログラム，被害者の視点を取り
　　 　入れた教育等），外部通勤作業，外出・外泊，
　　 　制限の緩和と優遇措置
　　 刑務所出所者等総合的就労支援対策
・ 刑事施設視察委員会
・ PFI手法を活用した刑事施設の整備・運営事業，アウトソーシング
・ 刑事収容施設法（被収容者の権利・義務の明確化等）
・ 少年院処遇課程等の一部改正
・ 被害者の視点を取り入れた教育
・ 刑務所出所者等総合的就労支援対策
・ 少年院送致可能年齢の引下げ（おおむね12歳以上）

犯
罪
発
生

捜
査
・
処
理

裁
判
・
審
判

成
人

少
年

成
人

少
年

共
通

成
人

少
年

矯
正

被害者関係 犯罪被害者等基本計画

・警察庁が被害者対策要綱を策定
・被害者支援員制度
・日本司法支援センター（法テラス）による
　被害者保護
・犯罪被害者等給付金制度の拡充
　　支給範囲の拡大，休業損害を考慮した
　　重傷病給付金の額の加算等
・性犯罪告訴期間撤廃

・検察審査会法改正
　　申立権者の拡大，意見書・資料提出
・被害者等通知制度～事件処理結果等
・被害回復給付金支給制度
・被害回復分配金支払制度

・被害者等通知制度
　　出所・出院情報，受刑者・少年院在院者の
　　処遇状況等
・再被害防止のための被害者等に対する受刑者
　の釈放予定に関する通知制度

・証人出廷の際の保護
　　付添い，遮へい，ビデオリンク
・犯罪被害者等保護法　
　　傍聴配慮，公判記録閲覧謄写，刑事和解
・被害者等による意見陳述
・被害者等通知制度～公判期日，裁判結果等
・被害者の氏名等の情報の保護
・被害者等による公判記録の閲覧謄写の拡充
・被害者等の刑事裁判への参加
・損害賠償請求について刑事手続の成果の利用
・少年審判における配慮
　　少年事件記録閲覧謄写，意見聴取
　　審判結果等の通知等
　　被害者等による少年審判の傍聴等

・保護観察対象者に対する心情等伝達制度
・被害者等通知制度
　　保護観察対象者の処遇状況等
・被害者担当官等による相談・支援

・仮釈放・少年院からの仮退院審理における意
見等聴取制度

・被害者等通知制度～仮釈放審理の状況等
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19　裁判員裁判対象事件

平成20年の裁判員裁判対象事件（死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件及び法

定合議事件（死刑又は無期若しくは短期１年以上の懲役・禁錮に当たる罪（強盗等を除

く。））であって，故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件である。）の通常

第一審終局人員は，2,208人（前年比9.4％減）であり，地方裁判所の通常第一審終局処理人

員全体の3.3％である。罪名別に見ると，殺人（557人）が最も多く，次いで，強盗致傷

（511人），現住建造物等放火（223人）の順であった。

6-2-2表　裁判員裁判対象事件　通常第一審終局人員（罪名別）
（平成16年～20年）

年次 総数 殺人 強盗
致死

強盗
致傷

強盗
強姦

傷害
致死

強　姦 
致死傷

強制わ
いせつ
致死傷

現住建
造物等
放　火

通貨 
偽造

危険運
転致死 銃刀法

覚せい剤
取　締　法

麻　薬 
特例法 その他

16年 3,308 795 126 890 105 277 270 141 297 103 50 40 80 83 51
17　 3,231 795 130 871 85 219 213 132 307 182 42 51 55 80 69
18　 2,878 675 112 813 90 231 237 123 270 66 51 33 23 110 44
19　 2,436 590 72 611 69 153 207 136 265 50 50 29 99 73 32
20　 2,208 557 78 511 62 201 189 128 223 39 29 9 56 98 28

注　１　最高裁判所事務総局の資料による。
　　２　裁判員法施行後であったとした場合に裁判員裁判の対象となった事件の人員である。
　　３　移送等を含む。
　　４　同一被告人につき複数の起訴があっても，弁論が併合されている限り１人として計上している。
　　５　「通貨偽造」は，偽造通貨行使を含む。
　　６　「その他」は，保護責任者遺棄致死，逮捕監禁致死，拐取者身の代金取得等，激発物破裂，爆発物取締罰則違反，組織

的犯罪処罰法違反及び麻薬取締法違反等である。

次の表は，地方裁判所ごとに，平成20年の裁判員裁判対象事件の通常第一審終局人員を見

るとともに，これに基づいて，裁判員選任確率（同年の選挙人名簿登録者数（各裁判所の照

会に応じて，選挙管理委員会から回答のあった有権者数である。）を対象事件の終局処理人

員で除した上，更に６（原則的裁判員数）で除した数である。１年間におよそこの人数に１

人の割合の者が裁判員に選任される可能性があるということができる。）を見たものである。

6-2-3表　裁判員裁判対象事件　通常第一審終局人員・裁判員選任確率（地裁別）
（平成20年）

地裁名 対象事件の
終 局 人 員 選任確率 地裁名 対象事件の

終 局 人 員 選任確率 地裁名 対象事件の
終 局 人 員 選任確率

総 数 2,208 7,845 和 歌 山 22 6,497 鹿 児 島 18 13,065
東 京 225 7,783 名 古 屋 92 10,472 宮 崎 25 6,261
横 浜 124 9,706 津 33 7,614 那 覇 16 11,027
さいたま 106 9,057 岐 阜 45 6,283 仙 台 49 6,490
千 葉 146 5,701 福 井 6 18,247 福 島 37 7,530
水 戸 38 10,631 金 沢 12 13,170 山 形 12 13,580
宇 都 宮 49 5,549 富 山 9 16,854 盛 岡 14 13,332
前 橋 46 5,918 広 島 35 11,094 秋 田 12 13,101
静 岡 51 10,052 山 口 24 8,490 青 森 18 10,884
甲 府 16 7,363 岡 山 25 10,550 札 幌 44 10,572
長 野 60 4,911 鳥 取 9 9,087 函 館 22 3,156
新 潟 28 11,778 松 江 14 7,141 旭 川 13 8,006
大 阪 214 5,518 福 岡 122 5,591 釧 路 11 12,131
京 都 63 5,568 佐 賀 15 7,686 高 松 28 4,968
神 戸 78 9,693 長 崎 21 9,447 徳 島 14 7,923
奈 良 39 4,949 大 分 20 8,307 高 知 13 8,343
大 津 22 8,302 熊 本 32 7,787 松 山 21 9,580

注　１　最高裁判所事務総局の資料による。
　　２　裁判員法施行後であったとした場合に裁判員裁判の対象となった事件の人員である。
　　３　移送等を含む。
　　４　同一被告人につき複数の起訴があっても，弁論が併合されている限り１人として計上している。
　　５　「選任確率」は，平成20年の選挙人名簿登録者数（各裁判所の照会に応じて選挙管理委員会から回答のあった有権者数

である。）を対象事件の終局人員で除した上，更に６（原則的裁判員数）で除した数である。１年間におよそこの人数に
１人の割合の者が裁判員に選任される可能性があるということができる。


